
     交通基本法案検討小委員会でご審議いただきたい事項 

交通分野の現状 交通をとりまく環境の変化 

【審議事項１】 

 新たな時代に対応して、どのような交通政策が求められているか 

  - 今、何が問題となっているのか 

   - これまでの交通政策をどのように評価するか、反省すべき点は何か 

   - 国民目線・利用者目線に立った交通政策を展開すべきではないか  

 

【審議事項２】 

 「移動権」、「移動権の保
障」を法律に位置づけるこ
とについてどのように考え
るか 

【審議事項３】 

 国民目線・利用者目線に
立った場合、どのような対
応を行うべきか 

 ‐ 具体的にどのような視点を設
定すべきか 

 ‐ 特に重点的、優先的に設定す
べきものは何か 

  ‐ 例えば、まちづくりとの関係を

どのように考えるか  

   

【審議事項４】 

 関係者の責務、役割分担
をどのように考えるか 

  ‐ 国、地方自治体、事業者、 
国民それぞれに求められるこ
とは何か 

  ‐ 各主体の関係をどのように
考えるか    

 交通基本法の基本的な論点についての報告 

   

＊年内に４回程度開催し、１２月末に小委員会報告をとりまとめ 
  

資料１－４－２ 



交通基本法案検討小委員会の議事について（案） 

 

 

第１回議事次第 

 

 １．交通基本法案検討小委員会の進め方について 

 ２．「新たな時代に対応して、どのような交通政策が求められているか」 

 ３．「「移動権」、「移動権の保障」を法律に位置づけることについてどの   

  ように考えるか」について 

 

 

 

第２回議事次第 

 

１．「「移動権」、「移動権の保障」を法律に位置づけることについてどの 

 ように考えるか」について 

２．「国民目線、利用者目線に立って行うべき対応」について 

 

 

第３回議事次第 

 

１．「国民目線、利用者目線に立って行うべき対応」について 

２．関係者の責務、役割分担について 

３．その他の課題について 

 

 

第４回議事次第 

 

  小委員会報告（案）について 

 


